
宮 崎 県 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 審 議 会 次 第 

 

 

 

                                      日 時 令 和 ７ 年５月１３日（火） 

                                               午前１０時から審議終了まで 

                                       場 所 県庁８号館４階 第一会議室 

 

 

   １  開   会 

 

    ２ 挨  拶 

 

   ３  議  事 

 

⑴  審議事項 （仮称）ドラッグストアモリ宮崎大塚店・オートバックス宮崎大塚店

      の新設に係る届出について 

 

  ４ そ の 他 

 

    ５ 閉  会 
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令和７年度 第１回 宮崎県大規模小売店舗立地審議会

日 時 令 和 ７ 年 ５ 月 1 3 日 （ 火 ）

午前10時から午前10時30分まで

出 席 甲斐委員、黒木委員、田中委員、

相馬委員

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 事

（仮称）ドラッグストアモリ宮崎大塚店・オートバックス宮崎大塚店の新設に係る届出に

ついて
① 届出内容及び経緯説明（事務局）

② 地元説明会の状況（事務局）

③ 宮崎市からの意見説明（事務局）

④ 大規模小売店舗立地庁内連絡会議審査結果報告（事務局）

⑤ 質疑及び審議

甲斐会長 事務局から説明があったが、何か意見、質問等はないか。

黒木委員 騒音予測における来店車両台数について、夜間は172台とされているが、その算出根拠は。

事務局 算出根拠は未確認であるため、コンサル会社へ確認後、回答する。

黒木委員 承知した。

相馬委員 Ｂ棟（オートバックス）は開業済みであると思うが、駐車場出入口ナンバー２及び３もす

でに運用が開始されているのか。またバス停はすでに移動されているのか。

事務局 駐車場出入口ナンバー２及び３は現在すでに運用されている。

またバス停はすでに移動されている。

相馬委員 承知した。

田中委員 駐車場はドラッグストアモリとオートバックスとで共用か。

事務局 各店ごとに使用する駐車場の部分を分けて指定する旨の計画があるとは聞いていない。

田中委員 そうすると、駐車出入口ナンバー１から３はすべて24時間使用可能ということか。

事務局 その通り。

甲斐会長 他に何か意見、質問等はないか。

意見がないようなので、審議会の意見（案）を事務局でまとめてほしい。
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事務局 （「答申案」及び「留意事項案」を資料に基づき説明）

甲斐会長 それでは、事務局から説明があったとおり、（「意見なし」と）知事に答申してよろしいか。

（異議なし）

それでは、そのように知事に答申することとする。

ありがとうございました。

４ その他

下記を説明。

・ 現在の届け出受理件数は新設が４件、変更が２件であること

・ 次回の本審議会開催予定は令和７年７月から８月上旬頃の間であること

５ 閉会


